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令和元年(2019年)１１月２６日

・第９２号議案 越谷市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

・第９３号議案 市長及び副市長の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

・第９４号議案 越谷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例制

定について 

・第９５号議案 越谷市常勤監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて                       【総務部人事課】 

期末手当に関する規定の整備を行うもの

⑴ 令和元年１２月期《公布の日から施行し、令和元年１２月１日から適用》 

    改正前：１００分の２２２.５ → 改正後：１００分の２２７.５ 

＊ 本年６月期の期末手当支給割合（１００分の２２２.５）と合わせ、 

本年度の年間支給割合を１００分の４４５から１００分の４５０とするもの 

 ⑵ 令和２年度以降《令和２年４月１日から施行》 

  ① ６月期の期末手当 

     改正前：１００分の２２２.５ → 改正後：１００分の２２５ 

  ② １２月期の期末手当 

     改正前：１００分の２２７.５ → 改正後：１００分の２２５ 

＊ 令和２年度以降の年間支給割合は１００分の４５０ 

・第９６号議案 越谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

                                    【総務部人事課】  

一般職の国家公務員の給与の改正に伴い、国に準じて職員の給与を改正するもの 

⑴ 給料表の改定（行政職の平均改定率＋０.１％） 

                 《公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用》 

 ⑵ 勤勉手当の支給割合の変更 

  ① 令和元年１２月期《公布の日から施行し、令和元年１２月１日から適用》 

改正前：１００分の９２.５ → 改正後：１００分の９７.５ 

＊ 本年６月期の期末・勤勉手当（１００分の２２２.５）及び１２月期の期

末手当（１００分の１３０）と合わせ、本年度の期末・勤勉手当の年間支給

割合を１００分の４４５から１００分の４５０とするもの 

  ② 令和２年度以降《令和２年４月１日から施行》 

   ア ６月期 

改正前：１００分の９２.５ → 改正後：１００分の９５ 

   イ １２月期 

改正前：１００分の９７.５ → 改正後：１００分の９５ 

＊ 令和２年度以降の期末・勤勉手当の年間支給割合は１００分の４５０ 

令和元年１２月定例会議案概要 
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・第９７号議案 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例制定に

ついて                       【総務部人事課】 

地方公務員法の一部が改正され、会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、関係１０条

例について所要の改正を行うもの。令和２年４月１日から施行      

№ 改 正 す る 条 例 主 な 改 正 内 容 

1 公益法人等への越谷市職員の派遣等に関する条例 地方公務員法の引用条項に係る条文整備 

2
越谷市人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例 

人事行政の運営の状況に関する報告事項の対象

となる職員からパートタイム会計年度任用職員

を除くもの 

3
越谷市職員の分限に関する手続及び効果に関す

る条例 

会計年度任用職員の休職の効果に係る規定の整

備 

4 越谷市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
パートタイム会計年度任用職員の減給の効果に

係る規定の整備 

5 越谷市職員の勤務時間に関する条例 
パートタイム会計年度任用職員の勤務時間に係

る規定の整備 

6 越谷市職員の休暇に関する条例 
臨時的任用職員及び会計年度任用職員の休暇に

係る規定の整備 

7 越谷市職員の育児休業等に関する条例 
会計年度任用職員の育児休業等に係る規定の整

備 

8
越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例 

会計年度任用職員へ移行する特別職非常勤職員

の職名並びに報酬及び費用弁償を削除するもの

9 越谷市職員の給与に関する条例 会計年度任用職員の給与に係る規定の整備 

10
越谷市現業職員の給与の種類及び基準に関する

条例 

現業職員で会計年度任用職員であるものの給与

の種類及び基準に係る規定の整備 

＊ 「会計年度任用職員」とは、１会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤職員 

フルタイム会計年度任用職員 
１週間当たりの勤務時間が常勤職員の通常の勤務時間と

同一の時間である職員 

パートタイム会計年度任用職員 
１週間当たりの勤務時間が常勤職員の通常の勤務時間と

比べて短い時間である職員 

・第９８号議案 越谷市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定について 

【総務部人事課】 

地方公務員法及び地方自治法の一部が改正されることに伴い、会計年度任用職員の給与、旅費

及び費用弁償に関し必要な事項を定めるもの。令和２年４月１日から施行 

・第９９号議案 越谷市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例制定につ

いて                        【総務部人事課】 

  任期付職員制度を導入することに伴い、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を

定めるもの。令和２年４月１日から施行 
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・第１００号議案 議決事項の一部変更について（越谷市役所新庁舎建設工事（建築）請

負契約の締結）                【総務部庁舎管理課】     

平成３１年３月定例会において議決を経た上記契約の締結について、技術労働者への適切な賃

金水準を確保し、及び工種を変更する必要が生じたことに伴い、契約金額を変更するもの 

変更前：５４億８,２０８万円 → 変更後：５６億２,０６８万円（＋１億３,８６０万円）

・第１０１号議案 越谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

【保健医療部国民健康保険課】 

地方税法施行令の一部が改正され、国民健康保険税の課税限度額が引き上げられたことに伴い、

課税限度額を改正するもの《令和２年４月１日から施行し、令和２年度分から適用》 

 ⑴ 医療分          改正前：５８０,０００円  →  改正後：６１０,０００円 

 ⑵ 後期高齢者支援金等分  変更なし：１９０,０００円 

 ⑶ 介護分         変更なし：１６０,０００円

・第１０２号議案 越谷市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

【子ども家庭部子ども育成課】 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（府省令）の一部が

改正されることに伴い、府省令に従い、幼保連携型認定こども園の教育及び保育に直接従事する

職員の員数に算入できる副園長又は教頭の資格要件に係る特例（幼稚園教諭免許状を有し、かつ、

保育士登録を受けた者としているところ、いずれか一方の資格で可とする特例）の期限を５年間

延長し、令和７年（2025年）３月３１日までとするもの。令和２年４月１日から施行 

・第１０３号議案 越谷市立病院の診療費等に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて                     【市立病院事務部医事課】 

診療費等及び診断書等の手数料の額の改定を行うもの。令和２年４月１日から施行 

 ⑴ 診療費等の改定 

種  別 
現 行 改定後 

市内の者 市外の者 市内の者 市外の者 

死体検案料 ６,０００円 ６,５００円 

特別病室を使

用した場合の

室料差額 

特別病室 A １４,０００円 ２１,０００円 １５,０００円 ２２,０００円

特別病室B ７,０００円 １０,５００円 ７,５００円 １１,０００円

特別病室C ４,５００円 ６,７５０円 ５,０００円 ７,２５０円

セカンドオピニ

オン相談に係

る費用 

３０分以内 １０,０００円 １１,０００円 

３０分超 
１０,０００円に 

３０分ごとに５,０００円を加算した額

１１,０００円に 

３０分ごとに５,５００円を加算した額

⑵ 診断書等の手数料の改定 

種  別 
現 行 改定後 

市内の者 市外の者 市内の者 市外の者 

普通診断書 １,０００円 １,５００円 １,５００円 ２,０００円

特別診断書 ２,５００円 ３,５００円 ３,５００円 ４,５００円

死亡診断書 １,０００円 １,５００円 １,５００円 ２,０００円

特別死亡診断書 ２,５００円 ３,５００円 ３,５００円 ４,５００円

諸証明書 １,０００円 １,５００円 １,５００円 ２,０００円
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・第１０４号議案 越谷市夜間急患診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例制定に

ついて                    【保健医療部地域医療課】 

診断書等の手数料の額の改定を行うもの。令和２年４月１日から施行

種  別 現 行 改定後 

普通診断書 １,０００円 １,５００円

特別診断書 ２,５００円 ３,５００円

死亡診断書 １,０００円 １,５００円

特別死亡診断書 ２,５００円 ３,５００円

諸証明書 １,０００円 １,５００円

・第１０５号議案 越谷市保健所条例の一部を改正する条例制定について 

【保健医療部 地域医療課・保健所保健総務課・保健所生活衛生課】 

保健所及び保健センターを一体的な地域保健医療の拠点とするため、越谷市立保健センターを

移転すること等に伴い、所要の改正を行うもの。附則において越谷市立保健センター設置及び管

理条例を廃止し、越谷市保健衛生審議会条例の一部を改正。令和２年４月１日から施行

 ⑴ 題名を「越谷市保健所及び保健センター条例」に改めるもの 

 ⑵ 保健センターの名称及び位置を定めるもの 

    名称 越谷市保健センター     （現行：越谷市立保健センター） 

    位置 越谷市東越谷十丁目３１番地 （現行：越谷市東大沢一丁目１２番地１） 

 ⑶ 保健所業務の見直しに伴い、次に掲げる手数料を廃止するもの 

① 一般飲料水試験関係手数料 

  ② 普通診断書及び特別診断書の交付手数料 

・第１０６号議案 財産の取得について（越谷市大沢地区センター・公民館用財産） 

                              【市民協働部市民活動支援課】 

⑴ 取得財産 

  ① 所 在 地：越谷市東大沢一丁目１２番地１ 

  ② 構  造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上３階建 

  ③ 延べ面積：２,４８４.０２㎡ 

  ④ 取得部分：専有部分（３階の一部） ２８２.６２㎡ 

          一般社団法人越谷市医師会専有部分   １６７.５１㎡ 

          一般社団法人越谷市歯科医師会専有部分 １１５.１１㎡ 

 ⑵ 取得価格：３,４２４万４,０７４円 

          一般社団法人越谷市医師会専有部分   ２,０２９万７,４０７円 

一般社団法人越谷市歯科医師会専有部分 １,３９４万６,６６７円 

 ⑶ 契約の相手方 

① 越谷市東大沢一丁目１２番地１ 

  一般社団法人 越谷市医師会 

② 越谷市東大沢一丁目１２番地１ 

   一般社団法人 越谷市歯科医師会 
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・第１０７号議案 指定管理者の指定について（越谷市市民活動支援センター） 

【市民協働部市民活動支援課】 

⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    越谷市市民活動支援センター（越谷市弥生町１６番１号） 

⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：さいたま市浦和区常盤５丁目２番１８号 

    名 称：アイル・オーエンスグループ 

⑶ 指定する期間 

    令和２年（2020年）４月１日から令和７年（2025年）３月３１日まで 

・第１０８号議案 指定管理者の指定について（越谷市斎場）   【市民協働部市民課】 

⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

  越谷市斎場（越谷市大字増林３９８９番地１） 

⑵ 指定管理者に指定する団体 

  所在地：越谷市大字増林３９８９番地１ 

  名 称：ＰＦＩ越谷広域斎場株式会社 

⑶ 指定する期間 

    令和２年（2020年）４月１日から令和８年（2026年）３月３１日まで 

・第１０９号議案 越谷市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について 

                                【都市整備部建築住宅課】 

民法の一部が改正されること等に伴い、所要の改正を行うもの。令和２年４月１日から施行 

 ⑴ 入居に際し、保証人の確保義務を緩和するもの 

    改正前：連帯保証人２人 → 改正後：保証人１人 

⑵ 入居者が賃貸借に基づく金銭支払債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てる

ことができる旨を定めるもの 

 ⑶ 入居者の選考に際し、１８歳未満の子を扶養している寡夫を優遇措置の対象に追加するもの 

・第１１０号議案 越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業施行規程等の一部を改正す

る条例制定について            【都市整備部市街地整備課】 

土地区画整理法の一部が改正されたことに伴い、次に掲げる条例中の同法の引用条項について

条文整備を行うもの。公布の日から施行            

 ⑴ 越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業施行規程 

 ⑵ 越谷都市計画事業七左第一土地区画整理事業施行規程 

 ⑶ 越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業施行規程 
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・第１１１号議案 越谷市公共下水道事業の設置等に関する条例制定について 

【建設部下水道課】 

公共下水道事業に地方公営企業法の規定の一部を適用することに伴い、公共下水道事業の設置

及びその経営の基本に関する事項を定めるもの。附則において越谷市特別会計条例の一部を改正。

令和２年４月１日から施行 

・第１１２号議案 指定管理者の指定について（越谷市越谷駅東口駐車場） 

【都市整備部市街地整備課】 

⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

    越谷市越谷駅東口駐車場（越谷市弥生町１６番３号） 

⑵ 指定管理者に指定する団体 

    所在地：越谷市弥生町１６番１号 

    名 称：株式会社 越谷ツインシティ 

⑶ 指定する期間 

    令和２年（2020年）４月１日から令和７年（2025年）３月３１日まで 

・第１１３号議案 字の区域を変更することについて     【都市整備部市街地整備課】 

越谷市恩間中道土地区画整理事業が完了することに伴い、大字恩間字中道及び追堀の区域を変

更するもの                          

・第１１４号議案 市道路線の廃止について             【建設部道路総務課】 

都市計画道路健康福祉村大袋線の整備に伴うもの１路線、全部払下げ３路線、起点及び終点変

更１路線、一部払下げ１路線、合計６路線、１,０９０.２０ｍを廃止するもの

・第１１５号議案 市道路線の認定について            【建設部道路総務課】 

  都市計画道路健康福祉村大袋線の整備に伴うもの１路線、私道の寄附３路線、宅地造成に伴い

帰属したもの９路線、起点及び終点変更１路線、一部払下げ１路線、合計１５路線、延長 

 ３,４５６.３０ｍを認定するもの                     

・第１１６号議案から第１２０号議案まで 

令和元年度越谷市一般会計補正予算（第４号）について ほか補正予算４件

【問合せ】総務部法務課

電 話 ０４８－９６３－９１３０


